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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年３月６日 

                        運輸安全委員会（海事部会）議決 

                         委 員 長  後 藤  昇 弘 

 委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  石 川 敏 行 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年８月１４日（水） ００時０３分ごろ 

発生場所 福井県坂井
さ か い

市雄
お

島
しま

北東端の岩場 

 雄島灯台から真方位０３７°３７０ｍ付近 

（概位 北緯３６°１５.２′ 東経１３６°０７.３′） 

事故調査の経過  平成２５年８月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官ほか１

人の船舶事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名       

総トン数 

 船舶検査済票の番号 

 漁船登録番号 

 船籍港又は定係港 

 船舶所有者 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ      

船質 

 機関、出力      

進水年月日 

 

遊漁船 第五芳
ほう

伸
しん

丸 

４.９トン 

第２４４－１６９６４号 

ＦＫ３－１１４４８ 

福井県坂井市 

個人所有 

１０.３２ｍ（Lr）×２.５５ｍ×０.８３ｍ 

ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２２８kＷ 

平成９年４月２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年１月１０日 

  免許証交付日 平成２１年２月６日 

         （平成２７年１月２９日まで有効） 

乗組員 男性 ２８歳 

 二級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２５年４月１日 

  免許証交付日 平成２５年４月１８日 

         （平成３０年４月１７日まで有効） 

釣り客Ａ 男性 ６８歳 

釣り客Ｂ 男性 ５９歳 
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釣り客Ｃ 男性 ６６歳 

 死傷者等 重傷 ２人（釣り客Ｃ及び船長） 

軽傷 ３人（釣り客Ａ、釣り客Ｂ及び乗組員） 

 損傷 船首部船底及び船尾部船底に破損、プロペラ翼、プロペラ軸及び舵軸

に曲損、主機関等に濡損 

 事故の経過  第五芳伸丸（以下「本船」という。）は、船長ほか１人の乗組員が

乗り組み、釣り客３人を乗せ、福井県福井港三国区を平成２５年８月

１３日１７時００分ごろ出発し、１７時３０分ごろ福井県あわら市波
なみ

松
まつ

沖の沈船付近（以下「本件遊漁場所」という。）で釣りを開始し

た。 

本船は、２３時３０分ごろ釣りを終えて帰る準備を始め、２３時４

９分ごろ雄島の北方沖に向ける約２３０°（真方位、以下同じ。）の

針路として航走を開始し、その後、対地速力約１６～１７ノットで航

行した。 

船長は、操舵室の右舷側にある操縦盤の船尾方の椅子に腰を掛けて

操船し、釣り客Ａ及び釣り客Ｂは、操舵室の左舷側に設置してある長

椅子に船首方から順に腰を掛け、乗組員及び釣り客Ｃは、船尾の暴露

甲板上で右舷ブルワーク側及び左舷ブルワーク側のクーラーボックス

の上にそれぞれ腰を掛けていた。（図１参照） 

左転を開始したとき、 

 

 

 

 

 

 

 

      図１ 本事故当時乗船者位置図 

 

船長は、航走を開始した数分後、左舷船首方に釣り船の灯火を視認

したので、左転し、その灯火を船首目標として航行した。 

船長は、乗揚の約２～３分前、釣り船に近づいたので、同船を避け

ようと思い、左右を見回して付近の状況を確認したところ、右舷船首

方に集魚灯を点灯した漁船数隻を視認したため、左転した。 

船長は、左転後、針路をレーダーで確認したところ、陸岸に接近す

る約２１０°の針路になっていたので、右舵を取ったが、本船は、８

月１４日００時０３分ごろ雄島北東端の岩場に乗り揚げた。 

（写真１、付図１ 推定航行経路図、付図２ 推定航行経路図（拡

大） 参照） 
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         写真１ 乗揚現場 

 

船長は、操縦盤の手前にある操舵輪に胸が当たって左肋骨を骨折

し、釣り客Ａ及び釣り客Ｂは、操舵室前方に通じる客室の下り階段に

折り重なるように倒れ、釣り客Ａは、右背部及び側胸部の打撲傷を、

釣り客Ｂは、頸
けい

椎捻挫並びに右肩、背部及び前胸部の打撲傷をそれぞ

れ負い、釣り客Ｃは、操舵室外の左舷側に設置されている主機操縦レ

バーの取付け板（ステンレス板）に体が当たり、左鎖骨遠位端骨折、

左
ひだり

烏口
う こ う

突起骨折及び左肩峰骨折を、乗組員は、操舵室の出入口に投

げ出されて右腰骨打撲傷をそれぞれ負った。 

本船は、船底部に損傷、主機関等に濡損等を生じた。 

乗組員は、００時０７分ごろ海上保安庁に救助を要請した。 

本船の乗船者は、０１時０５分ごろ来援した巡視艇に救助され、坂

井市にあるマリーナから救急車で病院に搬送された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

月没時刻：８月１３日２２時０８分 

 その他の事項 

 

(1)   船長は、遊漁船の船長として約３２年の経験があり、本事故当

時の健康状態は良好であった。 

(2)  本船は、本事故当時、船体中央部で約０.５５ｍの喫水であっ

た。 

(3)  本船は、本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障

はなかった。 

(4)  本船は、レーダー、ＧＰＳプロッター、サテライトコンパス等

の航海計器を搭載していた。  

(5)  船長は、釣り客のアジ釣りをしたいという要望により、本件遊

漁場所で釣りを行うこととした。 

(6)  船長は、夜間に本件遊漁場所で釣りを行うのは数年ぶりであっ

た。 

(7)   船長は、日頃、船首目標を定めて操舵することが多かった。 

(8)   船長は、本事故当時、いつもよりも暗い夜だと感じており、雄
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島灯台の灯光は、見えなかった。雄島灯台の灯光は、雄島の北東

からは地形に遮られて見えない。 

(9)  船長は、本件遊漁場所から針路約２３０°～２４０°で航行す

れば、雄島の北方沖を安全に通過できると記憶していた。 

(10)  船長は、レーダー、ＧＰＳプロッター等の電源を入れていた

が、航行開始時から乗揚前に針路を確認するまで、レーダーで雄

島及び釣り船の方位及び距離を測定していなかった。また、レー

ダーの接近警報機能を設定していなかった。 

(11)  船長は、船首目標とした釣り船の位置が、これまでの経験か

ら、本件遊漁場所寄りであり、雄島からかなり離れていると思っ

ていた。 

(12)  船長は、雄島の岩場に乗り揚げて船体に強い衝撃を感じたと

き、一瞬、他船に衝突したと思った。 

(13)  本船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

(1)   本船は、８月１３日２３時４９分ごろ福井港三国区へ帰ろうと

し、雄島の北方沖に向ける約２３０°の針路として航走を始め、

その後、対地速力約１６～１７ノットで航行したものと考えられ

る。 

(2)   船長は、２３時５２分ごろ左舷船首方に釣り船の灯火を視認し

たので、左転し、同灯火を船首目標にして航行したが、レーダー

で釣り船及び雄島までの方位及び距離を確認していなかったもの

と考えられる。 

(3)   船長は、日頃から船首目標を定めて操舵することが多かったの

で、左舷船首方の釣り船の灯火を船首目標にしたものと考えられ

る。 

(4)   船長は、本件遊漁場所から針路約２３０°～２４０°で航行す

れば、雄島の北方沖を安全に通過できると記憶していたが、釣り

船の灯火を船首目標として航行したことから、針路が約２２０°

となり、雄島に向首していたが、前記(2)記載のとおり、レーダ

ーで雄島の方位を確認していなかったことから、雄島に向首して

いることが分からなかったものと考えられる。 

(5)   船長は、航行中、雄島が見えなかったこと、雄島灯台の灯光が

雄島の地形によって見えなかったことから、本船が雄島へ向首し

ていることに気付かずに航行を続けたものと考えられる。 

(6)   船長は、１４日００時０１分ごろ、雄島の手前約８００ｍの地

点において、船首方の釣り船を避けようとした際、右舷船首方に
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集魚灯を点灯した漁船数隻を視認したことから、左舵を取ったも

のと考えられる。 

(7)  船長は、釣り船の灯火を船首目標として航行したことから、雄

島に向けて接近していたが、釣り船を避けようとし、左転した

後、レーダーで針路を確認したところ、陸岸に接近する約２１

０°の針路となっていることに気付き、右舵を取ったことから、

雄島北東端の岩場に向かうこととなり、本船は、００時０３分ご

ろ雄島北東端の岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、福井港三国区へ向けて航行中、船長が、

釣り船の灯火を船首目標として航行したため、雄島に向けて接近して

いたが、同船に接近して避けようとした際、右舷船首方に集魚灯を点

灯した漁船数隻を視認して左転した後、針路を確認したところ、陸岸

に接近する針路となっていることに気付いて右転し、雄島北東端の岩

場に向かうこととなり、同岩場に乗り揚げたことにより発生したもの

と考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操船者は、慣れた海域を航行する場合であっても、夜間において

はレーダー等を有効に活用するなどし、針路及び船位の確認並び

に見張りを適切に行うこと。 

 ・遊漁船業を行う船舶の事業者等は、航行経路付近の岩場、浅瀬、

防波堤等の障害物を調査し、これらの障害物に対する避険線を定

めるとともに、安全な航路を設定し、これに沿って航行するよう

に努めること。 
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付図１ 推定航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            付図２ 推定航行経路図（拡大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


